
１　概要

２　被保険者への影響

（1） 国民健康保険税の課税限度額の引き上げの影響

世帯数
（件）

 課税限度額
超過分
（千円）

世帯数
（件）

 課税限度額
超過分
（千円）

世帯数
（件）

 課税限度額
超過分
（千円）

969 788,723 969 788,723 0 0

1,147 286,002 968 265,037 △179 △20,965

645 130,072 645 130,072 0 0

- 1,204,797 - 1,183,832 - △20,965

※2022年12月上旬時点の世帯数・人数を基に作成しています

（2） 国民健康保険税の軽減対象となる所得の基準の改正の影響

世帯数
（件）

人数
（人）

世帯数
（件）

人数
（人）

世帯数
（件）

人数
（人）

57,328 85,152 57,328 85,152 0 0

15,665 19,755 15,665 19,755 0 0

6,124 10,514 6,235 10,707 111 193

5,725 9,745 5,926 10,093 201 348

世帯数
・人数

27,514 40,014 27,826 40,555 312 541

総数(A)に
占める割合

47.99% 46.99% 48.54% 47.63% 0.55 0.64

※2022年12月上旬時点の世帯数・人数を基に作成しています

令和5年度税制改正による影響について

軽減の対象となる
世帯数・人数・軽減額

増減

1,066,053 1,074,292 8,239

改正前 改正後

国保総世帯数及び総人数 (A)

軽減額　（千円）

７割軽減　世帯数・人数

５割軽減　世帯数・人数

２割軽減　世帯数・人数

医 療 分
課税限度額：65万円

 軽減　　計

 課税限度額超過分　　計
課税限度額　計：102万円→104万円

増減

課税限度額に達する世帯数
及び課税限度額超過分

改正前 改正後

令和5年度税制改正大綱が示され地方税法施行令の改正が予定されているため、以下のとおり改正し
ます。（2023年4月1日施行）

（１）　国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を22万円（現行：20万円）に引
き上げる。

（２）　国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。
① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を29万
円（現行：28.5万円）に引き上げる。
② 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を53.5
万円（現行：52万円）に引き上げる。

後期高齢者支援金分
課税限度額：20万円→22万円

介 護 分
課税限度額：17万円
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